
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 宿 舎 管 理 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

 （前 略） 

 （看護師宿舎の宿舎使用料の算定方法） 

第２６条 宿舎規程第１２条第１項第２号に規定する

看護師宿舎の宿舎使用料は、国家公務員宿舎法（昭

和２４年法律第１１７号）及びその政省令等で規定

された使用料の算定方法で算出し、宿舎別の使用料

総額を、その総戸数で除したものを、１戸あたりの

宿舎使用料とする。ただし、北部寮及び瑞穂寮につ

いては、一宿舎とみなし宿舎使用料を算定するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 （中 略） 

 

 

 

別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

１．一般宿舎 

ａ ｂ ｂ ｃ ｄ ｅ

Ｗ 1 1

ＲＣ 12 20 32

Ｗ 1 1

Ｗ 4 5

Ｂ 6 15

阿波池田職員宿舎
三好市池田町州津
藤ノ井４９２－１

芦生職員宿舎
南丹市美山町芦生
斧蛇１

犬山職員宿舎
犬山市大字塔野地
字大畔

（中　略）

橘町職員宿舎
京都市左京区吉田
橘町

（中　略）

宿　舎　名 所　　　在　　　地 構造

宿　舎　戸　数　（戸）

単身用規格 世帯用規格
計

 

２．看護師宿舎 （略） 

 （後 略） 

 

 （看護師宿舎の宿舎使用料の算定方法） 

第２６条 宿舎規程第１２条第１項第２号に規定する

看護師宿舎のうち借受以外の方法により設置した看

護師宿舎の宿舎使用料は、国家公務員宿舎法（昭和

２４年法律第１１７号）及びその政省令等で規定さ

れた使用料の算定方法で算出し、宿舎別の使用料総

額を、その総戸数で除したものを、１戸あたりの宿

舎使用料とする。ただし、北部寮及び瑞穂寮につい

ては、一宿舎とみなし宿舎使用料を算定するものと

する。 

２ 宿舎規程第１２条第１項第２号に規定する看護師

宿舎のうち借受の方法により設置した看護師宿舎の

宿舎使用料は、前項の規定により算定した宿舎使用

料のうち最も高いものと同額とする。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

  

別表第１ （同 左） 

別表第２（第３条関係）  

１．一般宿舎 

ａ ｂ ｂ ｃ ｄ ｅ

Ｗ 1 1

ＲＣ 12 16 28

Ｗ 4 5

Ｂ 6 15

犬山職員宿舎
犬山市大字塔野地
字大畔

芦生職員宿舎
南丹市美山町芦生
斧蛇１

橘町職員宿舎
京都市左京区吉田
橘町

（中　略）

（中　略）

宿　舎　名 所　　　在　　　地 構造

宿　舎　戸　数　（戸）

単身用規格 世帯用規格
計

 

２．看護師宿舎 （同 左） 

 

 


